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I. 検討事項 

陸上無線通信委員会（以下「委員会」という。）は、情報通信審議会諮問第

2009号「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」（平成 14年９月

30日諮問）のうち、「無線 LANシステムの高度化利用に係る技術的条件」のうち

「5.2GHz帯自動車内無線 LANの導入のための技術的条件」について検討を行っ

た。 

 

II. 委員会及び作業班の構成 

委員会の構成は別表１のとおりである。 

検討の促進を図るため、委員会の下に設置されている 5.2GHz帯及び 6GHz帯無

線 LAN作業班（以下「作業班」という。）において、5.2GHz帯自動車内無線 LAN

の導入のための技術的条件について調査を実施した。 

作業班の構成は別表２のとおりである。 

 

III. 検討経過 

１ 委員会における検討 

① 第 64回陸上無線通信委員会（令和３年４月８日）（メール検討） 

「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち、「無線 LAN

システムの高度化利用に係る技術的条件」の検討開始並びに 5.2GHz 帯自動

車内無線 LAN 及び 6GHz 帯無線 LAN 周波数拡張に係る技術的条件に関する調

査の進め方の検討を行った。 

 

② 第 67回陸上無線通信委員会（令和３年１０月）（メール検討） 

作業班において検討が行われ取りまとめられた、5.2GHz 帯自動車内無線

LANの導入のための技術的条件に関する報告（案）の検討を行った。 
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２ 作業班における検討 

① 第１回 5.2GHz帯及び 6GHz帯無線 LAN作業班（令和３年４月 27日） 

無線 LAN高度化に係る技術的条件の検討開始に至る経緯説明、5.2GHz帯無

線 LAN の標準化動向及び利用動向並びに 6GHz 帯無線 LAN の標準化動向、諸

外国動向及び利用動向に関する説明がなされた。また 6GHz 帯の周波数を使

用する既存無線システム（固定通信システム、固定衛星通信システム、放送

番組中継システム）の運用状況に関する説明がなされ、今後の検討の進め方

等の検討を行った。 

 

② 第２回 5.2GHz帯及び 6GHz帯無線 LAN作業班（令和３年６月 29日） 

5.2GHz帯自動車内無線 LANの導入のための既存無線システムとの周波数共

用条件及び 5.2GHz 帯自動車内無線 LAN の技術的条件の検討を行った。また

6GHz帯無線 LANと既存無線システムとの共用検討に関する検討を行った。 

 

③ 第３回 5.2GHz帯及び 6GHz帯無線 LAN作業班（令和３年９月７日） 

5.2GHz帯自動車内無線 LANの導入のための技術的条件をとりまとめた作業

班報告書案の検討を行った。また 6GHz 帯無線 LAN と既存無線システムとの

共用検討に関する検討を行うとともに、陸上無線通信委員会への中間報告に

ついて検討を行った。 

第３回作業班終了後に 5.2GHz 帯自動車内無線 LAN の導入のための技術的

条件に関する報告書案について確認作業を行い、修正意見を反映した作業班

報告書案を取りまとめた。また 6GHz 帯無線 LAN と既存無線システムとの共

用検討に関する中間報告案を取りまとめた。 
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IV. 検討の概要 

第１章 検討の背景 

近年、スマートフォンやタブレット端末等の普及により、移動通信システムの

トラヒックは年々増加傾向にある。そのため、急増するトラヒックを迂回するオ

フロード先として無線 LANを活用する傾向にある。また、無線 LANの利用は、家

庭やオフィスでの利用のみならず、駅や空港、観光地スポットなどに拡がってお

り、今後は自動車内をターゲットとした利用も想定されている。 

 

2019年ラグビーワールドカップや 2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会に備え、観客等のユーザーのトラヒック需要に的確に応えるため、平成

30年（2018年）に情報通信審議会において、5.2GHz帯無線 LANの屋外利用を可

能とするための高出力化を目指し同一周波数を使用する衛星通信システムとの共

用検討を行い、5.2GHz帯無線 LANの技術的条件について一部答申を得た。本制

度化の際に、周波数共用の相手方となる衛星通信システムを保護する観点から、

屋外利用の際の無線 LANの台数管理を行うために登録局制度を導入した。 

 

2019年に開催された ITU世界無線通信会議（WRC-19）において、5150-

5250MHz帯の無線 LANの屋外利用を世界的に可能とするため、衛星通信システム

との共用条件等を規定し、無線通信規則（RR）が改訂された。 

これを受け、総務省では、周波数再編アクションプランの改定に係るパブコメ

手続における無線 LAN関係者からの意見・要望を踏まえ、令和 2年度第 2次改訂

版（令和２年 11月 13日公表）において、5.2GHz帯における自動車内の利用に

係る無線 LANの技術的条件の検討を令和２年度中に開始する旨を記載し公表し

た。 

 

周波数再編アクションプラン（令和２年度第２次改訂版）（令和２年 11 月 13 日公表）（抜粋） 

 

無線 LAN の更なる高度化等に向けた対応 

 

将来のモバイル通信のトラヒック増や多様な利用ニーズに対応できる無線 LAN システム

の実現に向けて、他の無線システムとの共用条件等の技術的検討を進める。 

・ IEEE や諸外国における検討状況等を踏まえ、無線 LAN の 6GHz 帯(5925～7125MHz)

への周波数帯域の 拡張に係る技術的条件討を令和２年度中に開始する。 

・ WRC-19 の結果を踏まえ、5.2GHz 帯における自動車内の利用に係る技術的条件の検

討を令和２年度中に開始する。 
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このような背景を踏まえ、WRC-19の結果を踏まえた衛星通信システムとの共

用条件について検討を行い、5.2GHz帯自動車内無線 LANの導入に必要な技術的

条件の検討を行った。 
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第２章  5.2GHz帯無線 LANシステムの概要 

 
2.1.  5.2GHz帯無線 LANシステムの導入経緯 

スマートフォン等の普及により移動通信システムのトラヒックは年々増加傾向

にあり、オフロード先として無線LANが活用されている。また、スタジアムや駅

等の商業・公共施設において無線LANの利用が推進されている。 

海外においては、5.2GHz帯の無線LANシステムを屋外で利用可能とするよう、

当該無線LANの最大出力e.i.r.p.200mW超についてITU-Rでの検討に加え、米国で

は2014年に利用を許可しており、またカナダでも、2017年に免許制により許可す

ることをそれぞれ決定している。 

 

このような背景の下、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を

見据え、競技場内における無線LANのつながりやすさを確保する観点から、情報

通信審議会において5.2GHz帯を使用する無線LANの技術的条件に関して検討を行

い、平成30年２月13日に一部答申がなされた。また、情報通信審議会答申を踏ま

え、平成30年５月９日の電波監理審議会において、5.2GHz帯無線LANの利用拡大

（屋外利用、r.i.r.p. 1W化）に必要となる技術基準等を定める答申を受け、制

度整備が行われた。 

 

 5.2GHz帯無線LANについては屋外での利用を可能とし、e.i.r.p.１W相当まで出

力可能な無線LANアクセスポイント（中継器を含む）を用いた基地局と陸上移動

中継局（中継器）を登録局の対象とするとともに、陸上移動局（端末）を免許不

要局とし、これに対応するシステムを「5.2GHz帯高出力データ通信システム」と

称することとした。また、技術面において、当該登録局から衛星方向への電波発

射を低減するため、仰角に応じてe.i.r.p.を制限するため、技術基準を策定して

いる。 

図 2-1-1 に 5.2GHz 帯高出力データ通信システムの屋外利用に関する制度化の

概要を示す。 
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図 2-1-1 5.2GHz帯高出力データ通信システムの屋外利用に関する制度化の概要 

また、5.2GHz帯無線 LANの屋外利用を可能とするため、既存の無線システムへ

の影響を与えないように以下の条件を満足する必要がある。 

１．人工衛星に影響を与えないこと。 

２．台数を把握するために登録局とすること。 

３．気象レーダーに影響を与えないこと。 

 

１．については使用するアンテナの仰角方向への電力制限、３．については気

象レーダーに影響を与えない場所を限定するなどの対策を行うことで被干渉側無

線局への干渉軽減を行っている。 

 

図 2-1-2 に 5.2GHz 帯高出力データ通信システムの屋外利用のための共用条件

の詳細を、また、表 2-1-1 に 5.2GHz帯高出力データ通信システムの主な技術基準

を示す。 

 
図 2-1-2  5.2GHz帯高出力データ通信システムの屋外利用のための共用条件 

 

表2-1-1 5.2GHz帯高出力データ通信システムの主な技術基準 
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2.2. 5.2GHz帯無線 LANシステムの利用状況 

 
 5.2GHz帯高出力データ通信システムの屋外利用等について述べる。 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される国立競技場で

は、5.2GHz 帯高出力データ通信システムのアクセスポイントが約 1300 台設置さ

れている。非常に多くのアクセスポイントを高密度に設置することで競技場全体

をカバーしており、これは国内初の取り組みとなる。図 2-2-1 及び図 2-2-2 に国

立競技場における 5.2GHz 帯高出力データ通信システムのアクセスポイントの設

置概要を示す。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

国立競技場の客席は 3層構造となっており、各層ごとに、手すり・座席下・軒
下や大屋根にアクセスポイントやアンテナを適切な取付け方法で設置 
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図 2-2-1 国立競技場における 5.2GHz帯高出力データ通信システムの設置状況 

前述の人工衛星に影響を与えないという条件を満たすために、5.2GHz帯高出力

データ通信システムの設置にあたって、アンテナの指向性は下向きとなっている

（図 2-2-1 の W52 屋外と記載された緑色のカバーエリアのアクセスポイントを参

照のこと）。また座席下及び座席前フェンスへは、屋外利用可能な 2.4GHz 帯等の

他の周波数を発射するアクセスポイントを設置している。 

 

これまで無線 LAN のアクセスポイントの高密度設置を行う場合、各アクセスポ

イントに設定する周波数を干渉が起こらないようにずらして設定するが、5.6GHz

帯のアクセスポイントのみが屋外利用可能な状況下では、11チャネルを繰り返し

設定する必要があり、アクセスポイント間の相互干渉が大きな問題となっていた。

5.2GHz帯高出力データ通信システムが制度化されたことで、使用可能な周波数の

増加及び下向きに高出力の電波を発射可能となったことから、相互干渉軽減の効

果が大きく、アクセスポイントの高密度設置に自由度が生まれた。 

 

次に、国立競技場に設置されている 5.2GHz 帯高出力データ通信システムのア

クセスポイントの外観等について、図 2-2-2 に示す。 

アクセスポイントは一般のエンタープライズ向けの製品と同様であるが、仰角

方向への指向性を持たない（下向きに指向性を持つ）外付けのアンテナを組み合

わせることで、5.2GHz帯高出力データ通信システムの技術基準を満足させている。 

 

アクセスポイント 

 

 

 

 

 

外付けアンテナ 

 

型番: Aironet 3802P-P 型番: AIR-ANT2513P4M-N 
[1] [1] 

図 2-2-2  屋外 W52対応の無線 LANアクセスポイントの例 

 

前述の、気象レーダーへ影響を与えない条件を満足するための、5.2GHz帯高出

力データ通信システムの設置可能エリアについて、別添資料２に示す。 

                                            
[1] 出典元: NTTBP 社。NTTBP 社が購入した設備を撮影。 
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 表 2-2-1に、2021 年 2 月 10日現在の 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基

地局及び陸上移動中継局の登録状況を示す。 

今後、スタジアムなどの建て替えに伴い、5.2GHz帯高出力データ通信システム

の利用が拡大するものと思われる。 

 
表 2-2-1 5.2GHz帯高出力データ通信システム基地局等の登録状況 

 
総務省電波利用ホームページ無線局等情報検索 (2021年2月10日現在) 

(https://www.tele.soumu.go.jp/musen/SearchServlet?pageID=2&SelectID=6) 
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2.3. 国際標準化動向 (WRC[1]-19) 

 

2019 年 11 月の WRC-19 において、議題 1.16「5150-5925MHz の周波数帯におけ

る無線 LANを含む無線アクセスシステムに関する研究」（※）について議論が行わ

れた。 

※ 決議 809(WRC-15)における記載 

議題 1.16 決議 239（WRC-15）に従い、5150-5925 MHz の周波数帯において、無線 LAN

を含む無線アクセスシステム（WAS／RLAN）に関連する課題を検討し、移動業務への周

波数の追加分配を含む適切な規制上の措置を執ること。 

 

このうち、5150-5250MHz帯における無線 LAN を含む無線アクセスシステムの屋

外利用に関する検討状況並びに検討結果について示す。 

WRC-19に向けて、各国提案や ITU-R研究グループ等での議論を踏まえ、表 2-3-

1に示す解決方策（Method）が示されていた。 

 

表 2-3-1 WRC-19に向けての CPMレポートで提示された Method 
周波数帯 Method 提案内容 提案国 

5150-

5250MHz 

A1 NOC（現状維持：無線 LANの屋外利用を認めない）  

A2 以下の条件で屋外開放 

・最大電力 1W＋最大アンテナ利得 6dBi（4W） 

・最大電力密度は 17dBM/MHz以下 

・仰角 30度以上では e.i.r.p.上限は 125mW以下 

・5150-5350MHz外の帯域外漏洩電力は-27dBm/MHz以下 

米国 

A3 以下の条件で屋外解放 

・隣接周波数帯域（5250-5350MHz）と同条件（eirp最大

1Wと仰角制限） 

日本 

A4 ・航空移動を除く移動業務の範囲内の無人システム限定

で屋外解放（e.i.r.p.最大 200mW） 

・自動車内での利用（e.i.r.p.最大 40mW）と列車内での

利用（e.i.r.p.最大 200mW） 

フランス 

A5 ・自動車内での利用（e.i.r.p.最大 40mW、遮蔽損 15dB

確保） 

ロシア 

A6 ・Method2 に帯域外漏洩電力の条件を追加（5250-

5350MHz帯への漏洩は channel powerから 26dB減衰） 

カナダ 

 

WRC-19 においては、上記 Method のほか、各国や地域会合から提案（見解）が

示され議論を行った。 

その結果、5150～5250MHz 帯については、以下の内容を踏まえた形で無線通信

規則（RR）脚注 5.446Aに付随する決議 229 が改訂されることとなった。 

主な内容は次のとおり。 

                                            
[1] WRC：ITU世界無線通信会議（World Radio Conference） 
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・ 5150-5250MHz帯は、最大 e.i.r.p. 200mWで、列車内（既に許可されてい

る屋内扱い）で利用可能とし、また、自動車内では最大 e.i.r.p. 40mWで

利用可能とする。 

・ 最大 e.i.r.p. 200mWで、制御・制限された屋外利用を可能とする。 

・ 最大 e.i.r.p. 1Wまでの屋内及び制御・制限された屋外利用を可能とする

が、この場合、既存業務保護のため、仰角 5 度超では最大 e.i.r.p. 200mW

の条件、又は、仰角 30度超では最大 e.i.r.p. 125mWの条件、又は 5250-

5350MHz帯と同じ仰角制限の条件のいずれかを適用し、さらに屋外利用台

数を全無線 LANの台数 2%までに制限するよう適切な方法を採用しなければ

ならない。 

・ e.i.r.p. 200mW超で運用する場合、帯域外漏洩電力の条件として、各国で

の e.i.r.p. 200mW向けに規定されたレベルを超えてはならない。 

・ 上記のすべての場合において、既存の一次業務を保護しなければならな

い。 

・ 各国主管庁には、屋外利用を認める場合、登録・通知などの方法により台

数管理を行うことが求められる。 

・  

なお、列車内での利用については平成 19 年 1 月に 5.6GHz 帯の技術基準の策定

(令和元年総務省告示第 108 号)の際に制度化されており、屋外利用での条件につ

いては、平成 30 年に高出力データ通信システムとして技術基準化されているこ

とは既に述べたとおりである。 

 

図 2-3-1、図 2-3-2及び図 2-3-3に、RR及び決議 229の改訂版の内容を示す。 
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内の利用は可能との結果が導き出されている。 

 

なお、200mW（23dBm）で 17dB の建物遮蔽損を考慮すると屋外においては

e.i.r.p.6dBm となる。車外でこれと等しい e.i.r.p.を与える自動車内の出力は、

自動車の遮蔽損を 10dBとすると、6dBm+10dB = 16dBmより 40mWと導かれる。こ

の結果を元に、被干渉相手方であるグローバルスターとの間で、自動車内の出力

が 40mW であれば、衛星との干渉条件を満足するとの結果により共用可能との結

論が導き出された。 

 

前述の RRについては、これらの結果をもとに作成されている。 
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2.4. 諸外国の規格動向 

 

諸外国における自動車内無線 LANの規格動向については次のとおりである。 

 

(1)米国における規格動向 

米国においては、5.8GHz帯が DFS機能無しで利用可能であるため、自動車内で

は 5.8GHz帯で利用されている。 

また、5.2GHz 帯については、屋外に 1000 台以上のアクセスポイントを設置す

る場合は FCCへの届け出が必要となっており、1000台未満のアクセスポイントの

設置については、届け出は不要である。このことから、実質的には 5.2GHz帯にお

いて屋外・屋内の両方において利用可能である。 

 

(2)韓国における規格動向 

韓国おいては、5.2GHz帯の屋内利用限定の制約はない。また、5.8GHz帯も ISM

バンドとして規定されており、屋内外での利用が可能である。 

 

(3)中国における規格動向 

中国においては、米国と同様に 5.8GHz 帯が DFS 機能無しで屋外での利用が可

能である。 

5.2GHz 帯は屋内利用限定の制約があるが、WRC-19 における決議 229 後の屋外

利用開放に関する検討は行われていない。 

 

(4)欧州における規格動向 

欧州においては、WRC-19 の結果を受けて 5GHz 帯の技術基準等を見直すよう、

ヨーロピアンコミッションから CEPT に対して Mandate が発行され、それを受け

て ECC Decision (04)08が 2021年 7月に改定された。表 2-4-1に 5150-5250MHz

帯無線 LANの欧州規格（ECC Decision (04)08）の概要を示す。 

 
表 2-4-1 5150-5250MHz帯無線 LANの欧州規格の概要 

 
なお、現在の欧州における技術基準は次のとおりで、最大 25mW、5150～5250MHz

の帯域内で自動車内での利用が可能となっている。 
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また、5.8GHz帯についても e.i.r.p. 25mW以下で利用可能である。 

表 2-4-2に欧州の無線 LANの技術基準を示す。 

 
表 2-4-2  欧州の無線 LANの技術基準 

 
 
いずれの国においても、5.2GHz 帯又は 5.8GHz 帯の周波数を自動車内で利用可

能となっている。 
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第３章 自動車内における無線 LAN利用 

 
3.1. 自動車内における新たな利用ニーズ 
無線 LAN は、これまで家庭やオフィスや、駅や空港等の商業施設など、屋内利

用が中心となっていた。近年では、観光地スポットや航空機、鉄道、船舶など移

動中の無線 LAN の利用や、さらにはドローン等の無人航空機の操作といった利用

まで拡大してきている。 

現行の無線 LAN の利用形態並びに使用可能周波数は図 3-1-1 に示すとおりであ

る。2.4GHz 帯及び 5.6GHz 帯の周波数は屋内及び屋外で使用可能となっている。

一方、5.2GHz 帯及び 5.3GHz 帯の周波数は、屋内のみ利用可能となっている。た

だし、5.2GHz帯に関しては、屋外で利用する場合には、無線 LANのアクセスポイ

ント（AP）を登録局して届出を行う場合に限り、それに接続される端末は屋外利

用を可能としている。 

なお、鉄道車両、船舶及び航空機内での利用は屋内と同様と定義されているが、

自動車内は屋外の扱いとなっている。 

 

 
図 3-1-1  2.4GHz帯及び 5GHz帯無線 LANの利用可能場所 

 
また、5GHz 帯周波数を使用するデータ通信システムの屋外利用の可否を表 3-

1-1にまとめた。 
表 3-1-1 5GHz帯データ通信システムの各周波数に対する利用可否 

周波数帯 [MHz] システム名称 屋外利用 DFS要求 

5.2GHz 帯 

5150～5250 

小電力データ通信システム 不可 ＊ 
無 

高出力データ通信システム 可 

5.3GHz 帯 

5250～5350 
小電力データ通信システム 

不可 

有 
5.6GHz 帯 

  5470～5730 
可 

＊5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信を行う場合を除く 
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5.2GHz 帯高出力データ通信システムを除く屋外で利用可能な周波数としては

5.6GHz帯(5470～5730MHz)が割り当てられているが、動的周波数選択(以下、「DFS」

という。) 機能が要求されており、移動する自動車等では、レーダー波検出によ

り通信の遮断が発生するため、安定した通信が行えるとは限らない帯域である。 

 

5.2GHz帯における無線 LANの自動車内利用を考慮した場合、図 3-1-2に示すと

おり、例えば、自動車が屋根付きのガレージに入っている状態（屋内利用）や屋

外において、コンビニエンスストア等の商業施設が設置する無線 LAN 基地局（登

録局）の通信エリア内であれば利用可能である。 

ただし、それ以外で無線 LAN を自動車内で利用するためには、スマートフォン

などのテザリング機能を利用し 2.4GHz 帯及び 5.6GHz 帯無線 LAN を使用すること

となるが、前述のとおり、移動する自動車内では DFS 機能の影響を受けやすくな

り、通信の遮断が発生するため、動画コンテンツなどの視聴には適していないも

のと考えられる。 

 
図 3-1-2  5GHz帯無線 LANの自動車のユースケースと利用の可否の状況 
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走行中の自動車内で 5.2GHz帯無線 LANが使用される際のユースケースを表 3-1-

2に示す。 

 
表 3-1-2  無線 LANの代表的な走行中のユースケース 

 

Projection Type： 

スマートフォン等移動端末と車載機を、5.2GHz帯無線 LANを介して接続し、移

動端末の画面を車載のディスプレイに映し出すなどの使用例である。 

 

Tethering Type： 

自動車内に持ち込まれたスマートフォン等移動端末がアクセスポイントとして

機能し、携帯電話網との接続を介して車載機に接続される使用例である。 

 

In-Car Type： 

自動車内に携帯電話網と接続される車載通信モジュールが内蔵されている無線

機が固定設置されており、これがアクセスポイントとなることで、自動車内に固

定設置された端末や持ち込まれたスマートフォン等移動端末が 5.2GHz 帯を介し

て、インターネットに接続可能となる使用例である。 

 

自動車内無線 LANの利用シーンとして上記の 3方式を念頭に検討を行った。 

また、自動車内において使用される無線 LAN の仕様は、5GHz帯小電力データ通

信システムで使用されている、IEEE 802.11a, n, ac, axを想定している。 
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次に、自動車内での使用の具体例を表 3-1-3 に示す。 

 
表 3-1-3  Wi-Fi使用の車載機の一例 

製品タイプ 市販カーナビの例 
市販車載 Wi-Fi 

ルータの例 
TCU[1]の例 SCM[2]の例 

メーカー PIONEER PIONEER FICOSA FICOSA 

型名 DMH-W4600NEX DCT-WR100D - - 

出典 [3] [4] [5] [6] 

 

市販カーナビの例： 

アメリカで売られている市販のカーナビの例である。使用形態から自動車内に

固定設置され表 3-1-2で示した Projection Type対応機器に該当する。 

 

市販車載 Wi-Fiルータの例： 

日本国内でも購入可能な車載用の Wi-Fiルータの例である。2.4GHz帯を利用し

て携帯電話網との接続が可能な機器であり、表 3-1-2で示した Tethering Type対

応機器に該当する。 

 

TCU（テレマティックスコントロールユニット）の例： 

自動車内に固定設置され、エマージェンシーコール等を行うテレマティクスユ

ニット。TCU 内には GPS と Wi-Fi の機能も内蔵されており、携帯電話網との接続

が可能であり、自動車内では固定設置された Wi-Fiルータとして機能する。表 3-

1-2で示した In-Car Type対応機器に該当する。 

 

SCM（スマートコネクティビティモジュール）の例： 

最近の自動車用複数周波数対応アンテナとして、シャークフィンアンテナが挙

げられるが、当該アンテナの自動車内側に Wi-Fi 機能付きのボードが実装されて

いるものがある。自動車内では固定設置された Wi-Fi ルータとして機能する。表

3-1-2で示した In-Car Type 対応機器に該当する。 

 

 

 

                                            
[1] TCU (Telematics Control Unit) 
[2] SCM (Smart Connectivity Module) 
[3] 出典元: https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/NEX/DMH-W4600NEX#manuals 
[4] 出典元: https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/wifi_router/wifi_router/dct-wr100d/ 
[5] 出典元: https://www.ficosa.com/products/advanced-communication-systems/communication-

modules-tcu/ 
[6] 出典元: https://www.ficosa.com/products/advanced-communication-systems/smart-connectivity-

modules-scm/ 
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3.2. 普及予測 

 

無線 LAN の自動車内利用の普及予測については、SBD 社 [1]による予測値を引用

し、日本におけるアンドロイドオートとカープレイの普及予測を分析した。 

予測の方法を図 3-2-1に示す。 

 

メーカオプション(MOP)については SBD の既存データと予測を適用した。また、

ディーラーオプション(DOP)については以下の手順で販売台数の推定値を作成し

た。 

1) 販売台数推定 

(ア） 価格と機能の机上調査 

(イ) 自動車販売上位 3社（メーカー）の OEMと主要 3社の自動車整備工場

（ディーラー）に匿名でインタビューによる普及状況の調査 

2) SBDの適合性評価手法と 1）の結果を組み合わせ、LMCオートモーティブ社

が提供する販売台数データを予測に適用した。 

3) OEMが OEM認定部品（純正）として提供するユニットも、この予測に含ま

れる。 

 

アフターマーケット(AM)については、JEITAの販売台数データを使用し、SBD

の予測手法を適用して製品の普及率を算出した。 

調査手順は次のとおりである。 

1) 乗用車および IVI[2]のモデルごとの基礎調査 

国内で販売されているほぼ全てのメーカーオプション、ディーラーオプショ

ン及びアフターマーケット IVIを調査し、予測に必要な包括的なデータセッ

トを作成。標本データは、本体の価格、提供タイプ、アンドロイドオート及

びカープレイの有無など。 

2) SBDの予測手法に基づく予測の作成 

既存の SBD の予測手法に基づいて、アンドロイドオート及びカープレイの

普及率予測を作成。この予測では、LMCオートモーティブ社の自動車販売台

数予測、JEITAのナビゲーションユニット及びカーオーディオの統計データ

を使用。 

3) 販売店への匿名インタビュー（予測精度の把握） 

予測の精度を把握するために、売上上位 6社（OEM販売店３社とカー用品店

３社）に匿名でインタビューを実施。インタビューの内容は、何人の消費者

にディーラーオプションユニットを納入したか、何人の消費者がナビゲーシ

ョンユニット及びカーオーディオについて質問したかなど。 

 

                                            
[1] SBD社: SBD Automotive社 | 自動車産業界の調査・評価・コンサルティング会社

(https://www.sbdautomotive.com/ja/about-us) 
[2] IVI : In-Vehicle Infotainment 自動車内で情報(インフォメーション)と娯楽(エンターテインメント)の双方
を提供するシステムの総称 
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4) 予想の最終決定 

3)のインタビューに対する販売店の回答に応じて、予測に若干の調整を加え

る。 

 

なお、スーパープレミアムカーのデータは、予測への影響が少なく情報を得

ることが非常に困難なため予測には含まれていない。 

 
図 3-2-1 予測の方法 

 

本分析の調査対象であるアンドロイドオートとカープレイは、2.1項 新たな利

用ニーズ で示した Projection Type に該当する。スマートフォン等移動端末と

ヘッドユニットを連携する機能であり、アンドロイド端末及びアイフォン端末で

標準搭載している。 

連携するアプリとしては、カーナビ、音楽視聴、音声認識を使った操作などが

挙げられる。 

海外では 5GHz帯（5.2GHz帯又は 5.8GHz帯）を使用しているケースがほとんど

であるが、日本国内は技術基準の制約の関係で USB接続による利用となっている。

なお、2.4GHz帯では他の無線設備との干渉の影響が大きいため利用されていない

のが現状である。 

 

国内におけるアンドロイドオートとカープレイの機能を搭載するカーナビやデ

ィスプレイオーディオ（ヘッドユニット）の普及予測を図 3-2-2に掲げる。 
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図 3-2-2 国内におけるヘッドユニットの AA[3]と CP[3]の普及予測 

 

各年のヘッドユニットの普及予測台数(棒グラフ)は、700 万台前後で推移して

おり、その内アンドロイドオート及びカープレイの機能を搭載するヘッドユニッ

ト(折れ線グラフ)は 11年で 40から 50%前後に成長する予測となっている。 

このグラフから、アンドロイドオート及びカープレイの機能を搭載したヘッド

ユニットが毎年 300万台～350万台ずつ増えていく予測となる。 

 

次に、ヘッドユニットを 3つのタイプに分けた場合の販売予測について図 3-2-

3に示す。 

 
図 3-2-3 国内におけるマーケット別ヘッドユニットの販売台数と AA/CPの普及予測[3][4] 

 
1 つめは、ヘッドユニットを自動車メーカーの工場で装着するメーカーオプシ

ョン(MOP)タイプ、2つめとして、自動車販売会社が装着するディーラーオプショ

ン(DOP)タイプ、最後に自動車の納品後に、ユーザーが量販店などで購入し自動車

に装着するアフターマーケット(AM)タイプのそれぞれの普及予測を掲げる。また、

アフターマーケットタイプについてはナビゲーション(Nav)とディスプレイオー

ディオ(DA)に分類して記載している。 

                                            
[3] AA (Android Auto), CP (Car Paly) 
[4] MOP (Maker OPtion), DOP (Dealer OPtion), AM (After Market), Nav (Navigation), DA 

(Display Audio) 
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棒グラフの左側からメーカーオプション/ディーラーオプション/アフターマー

ケットのナビゲーション/アフターマーケットのディスプレイオーディオの各年

の販売台数の予測となっている。 

これらから、メーカーオプションが増加傾向で、ディーラーオプションが減少

傾向であることが読み取れ、新車販売時に最初から自動車に実装されるメーカー

純正のヘッドユニットが増加していることが読み取れる。 

次に各タイプのアンドロイドオート及びカープレイの搭載率の予測を折れ線グ

ラフで示しているが、メーカーオプションとアフターマーケットのディスプレイ

オーディオでは 90％以上の搭載率である一方、ディーラーオプションとアフター

マーケットのナビゲーションでは搭載率が 10％以下と、二極化の傾向になってい

る。 

図 3-2-3 のアンドロイドオート及びカープレイの搭載率の予測にそれぞれのタ

イプの普及予測台数をかけ合わせた結果を図 3-2-4に示す。 

 
図 3-2-4 国内におけるマーケット別 AA/CPの普及予測[3][4] 

 

メーカーオプションが 2019 年から 2028 年の傾向で 80 万台から 180 万台程度

に倍増する傾向が見られ、アフターマーケットのディスプレイオーディオでは

130万台程度で横ばい、他のタイプでは横ばいか微減の傾向が見られる。 

図 3-2-5 に、欧米及び中国並びに日本における、メーカーオプションのヘッド

ユニットにおけるアンドロイドオート及びカープレイの搭載率を示す。 

 
図 3-2-5 欧米・中国・日本におけるスマートフォン連携型ヘッドユニットの普及予測 
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グラフから、アンドロイドオート及びカープレイはグローバルに普及している

様子が読み取れる。 

 

日本国内における現在のアンドロイドオート及びカープレイは USB 接続による

使用方法であり、他国の 5GHz帯利用時との比較は単純にできないが、他国におけ

るヘッドユニットとスマートフォン等移動端末との接続がアンドロイドオート及

びカープレイによるものが主流であることを鑑みると、日本において 5.2GHz 帯

の自動車内での使用が可能になれば、USB 接続から Wi-Fi 接続へ使用方法が変化

すると予想される。  
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第４章 5.2GHz帯自動車内無線 LANシステムに対する要求条件 

 
4.1. 必要なチャネル数 
 

第２章の WRC-19 における議論及び諸外国における自動車内無線 LAN の利用

動向、さらには第３章「自動車内における無線 LAN 利用」の我が国における自

動車内無線 LAN の普及予測等を踏まえ、5.2GHz 帯（5150-5250MHz 帯）におい

て、必要なチャネル数を確保する必要がある。 

  
図 4-1-1 5.2GHz帯無線 LANシステムのチャンネル配置 

 

現時点で想定される自動車内利用シーンを一例に、無線 LAN の必要なチャン

ネル数について検討を行った。 

図 4-1-2 に示す CarPlayや Android Auto に代表される Projection Type で

は、運転手が持つスマホなどの情報端末から地図情報やリアルタイムで更新さ

れる交通情報などを車載器側と高速で情報伝送させることが考えられている。 

 

  

図 4-1-2 Projection Typeによる広帯域チャンネルを用いた高速・大容量通信 
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また、図 4-1-3 に示すとおり、後部座席では、同時にタブレット端末等で車

載器の TCU を経由して 4K 映像などのストリーミングサービスの利用が想定さ

れる。このため、自動車内では、少なくとも無線 LAN チャンネル数は２以上が

望まれる。なお、4Kストリーミングでは、一般的なアプリケーションにおいて、

必要なスループットとして、20Mbps 程度 [1]を考慮すると IEEE802.11n や

802.11ax規格での対応が対応可能であると考えている。 

 

自動車内に家族連れで乗車している場合には、40MHz幅チャンネルを用いて、

運転手と車載器との間で、地図情報、交通情報等をやりとりする。後部座席で

は、残りの 20MHz幅の２チャンネルを使用して、4Kストリーミングサービスを

楽しむ等の利用シーンが想定される。 

また、自動車内利用のうち、大型バス内での利用においては、後部座席に配

置するタブレット端末の数に応じて、無線 LAN アクセスポイントを複数配置が

必要な場合もあり得る。 

 

図 4-1-3 Tethering/In-Car Wi-Fi: 20MHz幅でブラウザ、ストリーミングなど 

（出典：ダイムラー社 Webサイトより） 

  

                                            
[1] Cisco Webサイトより参照 
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4.2. 必要な e.i.r.p. 

 
5.2GHz帯（5150～5250MHz帯）の自動車内無線 LANが必要とする電力につい

ては次のとおり検討を行った。 

 

ここでは、自動車内利用のうち、大型バス内での利用を以下のとおり想定し

て、必要な e.i.r.p.を算出することとした。 

(1) 大型バス内の所要到達距離：10m 

(2) 大型バス内に設置する無線 LAN周波数：5200MHz 

(3) 大型バス内に設置する無線 LAN送信 e.i.r.p.：40mW（16dBm） 

(4) 大型バス内に設置する無線 LAN受信アンテナ利得：0dBi 

(5) 無線 LAN所要 SN比：35dB 

※マルチパス環境下での IEEE802.11axに準拠した無線 LAN（256QAM）の SN比 

 

＜回線計算式＞ 

 SNR(dB)=WLANe.i.r.p – in Car Path Loss – (Thermal Noise + NF) 

 

※ WLAN e.i.r.p.: 40mW(16dBm) 

※ in Car Path Loss: 66.8dB (f= 5200MHz, distance= 10m) 

※ Thermal Noise Level: -173.9dBm/Hz + 10 *log10(80MHz)= -94.8dBm/80MHz 

※ NF= 3dB 

 

回線計算の結果、大型バス内での無線 LAN送信 e.i.r.p.を 40mWとした場

合、SN比は 41dBとなり、所要 SN 比 35dBを満足することが分かった。 

また、受信アンテナ利得が 0dBi以下（例えば-3dBi）の小型無線 LAN機器の

場合でも、所要 SN比を満足することから、5.2GHz帯自動車内無線 LANシステ

ムの e.i.r.p.として、40mWが望まれる。 
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5.2. 周波数共用検討における基本的な考え方 
本章では、以下の基本的な考え方に基づき干渉検討を行った。 

(1) 周波数は有限な資源であり、その利用については、国際的なルールを遵守し

つつ、将来における適正な利用が妨げられることがないように配慮する。 

(2) すでに制度化済みの屋内向け小電力データ通信システム、5.2GHz帯高出力

データ通信システムに加え、決議 229（WRC-19改訂）を考慮し、5.15GHzか

ら 5.25GHzの周波数帯における車内データ通信での利用の可能性を検討す

る。 

(3) 車内設置の小電力データ通信システムの送信出力レベルに関しては、決議

229（WRC-19改訂）に基づき 16dBm(e.i.r.p.値) を前提とし、その他不要輻

射等についても、現行の技術基準を基に参照し、検討を行うこととする。 

(4) 干渉検討に関する考え方として、ITU-R 勧告 M.1454 並びに ITU-R 新報告

草 案 M.[RLAN SHARING 5150-5250 MHz]を参照して行う。 

 

5.3. 個別システムとの周波数共用検討結果 
5.3.1. 移動衛星システム（MSSフィーダリンク）との検討結果 

 
本検討は、5.15GHz～5.25GHz にて運用されている移動衛星システム（MSS フィ

ーダリンク）と車内利用を考慮した無線 LAN システムとの周波数共用のシナリオ

について評価し、技術的な共用条件を特定するために実施する。 

 

(1) 共用検討モデル 

検討で用いたパラメータについては表 5-3-1 に示すが、決議 229（WRC-19 改

訂）に基づき、車内設置の無線 LAN 機器の最大出力は 40mW(e.i.r.p.値)を前提

に評価を行う。 



41 
 

表 5-3-1  検討で用いたパラメータ 

パラメータ 値、条件、参照先 

e.i.r.p. 分配 

 

シナリオ１: 

送信

e.i.r.p. 

1 W 

(directional) 

200 mW 

(omni) 

80 mW 

(omni) 

50 mW 

(omni) 

25 mW 

(omni) 
all 

Indoor 0% 18% 25.6% 14.2% 36.9% 94.7% 

Outdoor 2% 0% 0.6% 0.75% 1.95% 5.3% 

Total 2% 18% 26.2% 14.95% 38.85% 100% 

 

シナリオ２:  

送信 

e.i.r.p. 

1 W 

(directional) 

200 mW 

(omni) 

80 mW 

(omni) 

50 mW 

(omni) 

25 mW 

(omni) 
all 

Indoor 0.03% 18% 25.69% 13.17% 38.11% 95% 

Outdoor 0.47% 0% 0.51% 0.28% 0.74% 2% 

In-

vehicle 

1.5% 0% 0% 1.5% 0% 3% 

Total 2% 18% 26.2% 14.95% 38.85% 100% 

 

シナリオ３: 

送信 

e.i.r.p. 

1 W 

(directional) 

200 mW 

(omni) 

80 mW 

(omni) 

50 mW 

(omni) 

40 mW 

(omni) 

25 mW 

(omni) 
all 

Indoor 0% 18.06% 25.68% 14.24% 0% 37.02% 95% 

Outdoor 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

In-

vehicle 
0% 0% 0% 0% 3% 0% 3% 

Total 2% 18.06% 25.68% 14.24% 3% 37.02% 100% 

 

シナリオ４: 

送信

e.i.r.p. 

1 W 

(directional) 

200 mW 

(omni) 

80 mW 

(omni) 

50 mW 

(omni) 

40 mW 

(omni) 

25 mW 

(omni) 
all 

Indoor 0% 18.06% 25.68% 14.24% 0% 37.02% 95% 

Outdoor 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

In-

vehicle 

0% 1.5% 0% 0% 1.5% 0% 3% 

Total 2% 19.56% 25.68% 14.24% 1.5% 37.02% 100% 

  

無線LAN端末

のアンテナ

パターン及

び利得 

・送信電力が200 mW以下のもの 

ITU-R勧告 M.1652-1(Appendix 2 to Annex 6) 

仰角, φ(度) 利得(dBi) 

 45 <φ≤ 90 -4 

 35 <φ≤ 45 -3 
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  0 <φ≤ 35  0 

-15 <φ≤ 0 -1 

-30 <φ≤ -15 -4 

-60 <φ≤ -30 -6 

-90 <φ≤ -60 -5 

 

・送信電力が200 mWを超え1 W以下のもの 

決議229（WRC-19改訂）及び無線設備規則に基づき仰角 θに対してそれぞれ以下の値を

適用 

-13 dB(W/MHz) for 0° ≤ θ < 8°  

-13 -0.716(θ- 8) dB(W/MHz) for 8°≤ θ < 40°  

-35.9 -1.22(θ- 40) dB(W/MHz) for 40°≤ θ ≤ 45°  

-42 dB(W/MHz) for 45°< θ 

その他の無

線LAN端末

要素 

・屋内、屋外利用端末: 

Busy Hour 

Factor 

Market 

Factor 

5GHz 

Factor 

Overlap 

Factor 

RF Activity 

Factor 

Total 

62.7% 54.2% 74% 14.3% 10% 0.36% 

参照先:ITU-R新報告草案 M.[RLAN REQ-PAR]及びITU-R新報告草案 M.[RLAN SHARING 

5150-5250MHz] 

 

・車内利用端末: 

Peak Traffic 

Density* 
5GHz Factor  

RF Activity 

Factor 

Total 

8% 50% 10% 0.4% 

 

 

 

 

参照先: ITU-R新報告草案 M.[RLAN REQ-PAR]及びECC Report 101* 

注：今後、6GHz帯が無線LANとして使用可能になった場合には、稼働率はさらに小さくなるこ

とが予想される。 

建物遮蔽損

失 

ITU-R勧告 P.2109 (建物のタイプ: Traditional: Thermally-Efficient = 7:3, probability: p: 0.5) 

（図5-3-1参照） 

クラッタ損失 
ITU-R勧告 P.2108 (percentage of locations: p: 0.5)  

（図5-3-2参照） 

人体 

損失 

4dB（屋内の無線LAN端末のうち26.3% 、屋外の無線LAN端末のうち50%に適用） 

参照先：ECC Report 302 

車の遮蔽損

失 

10dB  

参照先：ITU-R新報告草案 M.[RLAN SHARING 5150-5250 MHz] 

被干渉シス

テムの等価

雑音温度 

550K 

参照先：ITU-R勧告 M.1454 

フ ィ ー ダ 損

失 

2.9dB 

参照先：ITU-R勧告 M.1454 

衛星ア ン テ 5.2dBi(平均)  
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図 5-3-3 に示すように、地球の半径を 6371km、衛星の高度を 1414km、被干渉衛

星局のフットプリントの弧の長さを 5800km とし、フットプリント内に与干渉無線

LAN 端末が均一分布していると想定し、与干渉端末からの干渉の総和を計算する。

また、図 5-3-4に示すように被干渉衛星局のフットプリントがアジア太平洋地域に

ある場合を想定し、フットプリント内の人口は 1,663,236,000人とする。 

 

I/Nは次式で計算する。 

 

I/N = EIRP - PL - Lbldg. - Lp - Lc - Lb -Lf + G - 10log10(kTB/1mW)  
ここで、 

• EIRP = アンテナ利得、人体損失を含めた与干渉端末の e.i.r.p.値(dBm) 

• PL = 自由空間伝搬損失(dB) 

• Lbldg = 建物もしくは車の遮蔽損失(dB) 

• Lp = 偏波識別度(dB) 

• Lc = クラッタ損失(dB) 

• Lb = 帯域補正(dB) 

• Lf  = フィーダ損失(dB) 

• G = 衛星のアンテナ利得(dBi) 

• k = ボルツマン定数= 1.3806488×10-23 (J/K) 

• T = 等価雑音度(K) 

• B = 帯域幅 (Hz) 

 

ナ利得 参照先：ITU-R勧告 M.1454 

帯域 

補正 

12.1dB  

参照先：ITU-R勧告 M.1454 

偏波 

識別度 

3dB  

参照先：ECC Report 302 

許容 

干渉値 I/N 

–12.2 dB 

参照先：ITU-R勧告 S.1432-1 
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図 5-3-1  ITU-R勧告 P.2109による建物遮蔽損失 
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図 5-3-2  ITU-R勧告 P.2108によるクラッタ損失 

 

 

与干渉端末が屋内、屋外、車内それぞれで使用される場合の被干渉局への影響を

評価するために、フットプリント内の人口 1,663,236,000とし、以下に示すように

WRC-19の検討で使用された条件、パラメータを元に４つのシナリオを検討する。 

 

シナリオ１：屋内、屋外での無線 LAN 端末の利用比率をそれぞれ 94.7%、5.3% 

ITU-R新報告草案 M.[RLAN SHARING 5150-5250 MHz]Study 5）として、屋内、屋外

利用端末とは別に約 1億台の車内設置の無線 LAN端末：40mW(e.i.r.p.値)を追加す

る。 

 

シナリオ２：車内利用を考慮した無線 LAN端末の利用比率：屋内、屋外、車内そ

れぞれ 95%、2%、3%（ITU-R新報告草案 M.[RLAN SHARING 5150-5250 MHz]Study 6）

を参照して分配する。 

 

シナリオ３：シナリオ２を元に車内設置の無線 LAN端末：40mW(e.i.r.p.値)を追
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加して、さらに WRC-19の決議に基づき高出力の屋外端末を 2%に分配する。 

 

シナリオ４：シナリオ３を元に車内に持ち込まれるクライアント端末：200mW

（e.i.r.p.値）も想定して、車内設置無線 LAN端末：40mW(e.i.r.p.値)と同じ比率

で分配する。 

 
 
 

 
図 5-3-3 移動衛星局と地球の位置関係（ITU-R勧告 M.1454より転載） 
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図 5-3-1-4 計算で想定したフットプリント 
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(2) 共用検討結果 

計算結果を表 5-3-2に示す。 

 

         表 5-3-2 計算で想定したフットプリント 

 
全てのシナリオにおいて干渉許容値 I/N=-12.2dB を満足した。また、総和干

渉量に対する車内利用機器からの寄与分は最大でも 0.2dB 程度であり、今回想

定した条件下では、車内利用による被干渉衛星局への影響は限定的であること

を確認した。 

 

 

(3) 結論 

5.15GHz～5.25GHz 帯の車内利用を含めた無線 LAN 端末と移動衛星フィーダリ

ンクとの周波数共用の評価を行った。 

本検討では、被干渉システムとして ITU-R 勧告に記載のパラメータを元に移

動衛星フィーダリンクのモデルを構築し、与干渉システムである無線 LAN 端末

の特性、条件についても ITU-R 等のレポートを参照し、アジア太平洋内のフッ

トプリント内に存在する車内利用を含めた無線LAN端末を四つの異なるe.i.r.p.

分配テーブルを想定して、上空の被干渉システムへの干渉の総和量を計算した。 

計算の結果、全てのシナリオにおいて干渉許容値（I/N=-12.2dB）を満足し、

車内利用による総和干渉量への寄与は最大でも 0.2dB であり、影響は限定的で

あることを確認した。 

今後、市場動向が変化する場合等においては改めて検討が必要になるが、本

検討で想定した車内設置無線 LAN 端末 40mW(e.i.r.p.値)の条件下においては、

5.15GHz-5.25GHz 帯での無線 LAN 端末の車内利用による移動衛星フィーダリン

クへの有害な干渉はないという結論となった。 

なお、本干渉検討の結論及び共用条件については、被干渉システム運用者の

米国グローバルスターにおいても許容できるものとして確認済みである。 

 

(4) 共用条件 

以上により共用可能となる条件は以下と考えられる。 

 

・ 車内に設置される無線 LAN端末: 最大出力 40mW(e.i.r.p.値)とする。 

・ 車内に持ち込まれる無線 LAN端末: 上記条件を満たす車内設置無線 LANに接

続する場合のみ利用を可とする。 

  

e.i.r.p.分配 I/N(dB) 総和干渉量に対する車内利用端末からの寄与(dB) 

シナリオ１ -12.39 0.2dB以下 

シナリオ２ -15.93 0.1dB以下 

シナリオ３ -13.44 0.1dB以下 

シナリオ４ -13.43 0.1dB以下 
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Gr：気象レーダーの空中線利得 

L：電波の伝搬損失 

 

これをデシベルで表現すると 

Pr(dBm)＝Pt(dBm)＋Gr(dBi)-L(dB) 

となる。 

 

ここで、Gr はアンテナ単体の利得から受信系の導波管ロスを引いた LNA 入力端

から見た利得とし、L は次の２つの損失の合算値として正の値を取るものとする。 

 

 L(dB)＝Ld(dB)＋Lw（dB） 

 

 Ld：自由空間伝搬損失 

 Lw：車の遮断損 

 

無線 LANと気象レーダーまでの距離を d(m)とすると、自由空間伝搬損失 Ldは次

の式で計算される。 

Ld=（4πd/λ）2 

 

これをデシベルで表現し、後の計算のために dを分けておくと、 

Ld(dB)＝10log（4πd/λ）2=20log（4πd/λ）＝20log(d)＋20log（4π/λ） 

 

 これらから気象レーダーが受ける干渉電力 Prは 

 Pr(dBm)＝Pt(dBm)＋Gr(dBi)-（20log(d)＋20log（4π/λ）＋Lw） 

 

となり、次のように変形できる。 

 log(d)＝（Pt-Pr＋Gr-20log（4π/λ）-Lw）/20 

 d＝10^（（Pt-Pr＋Gr-20log（4π/λ）-Lw）/20） 

 
ここで、5.2GHz帯自動車内無線 LANシステムの帯域外漏えい電力値は 4.7μW/MHz

となっており、気象レーダーの受信帯域は 1.4MHz程度なので、Ptは 6.6μWとし、

気象レーダーの受信周波数 5260MHz からλを算出し気象レーダーの干渉レベルを

最小受信電力-110dBm、Lwを報告書から 10dB とする。 

 ここで、気象レーダーの空中線利得は 44dBi程度であるが、受信系の導波管ロス

を 4dB 見込めるのでメインローブの Gr は 40dBi となる。また、サイドローブ方向

の利得はこれよりも 35dB程度低くなるので 5dBiとする。 

 以上から、気象レーダーの離隔距離は次のように算出される。 

 
メインローブ受信：3687m 

サイドローブ受信：65.6m 
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 気象レーダーは通常は標高の高い場所に設置され、メインローブが無線 LANに当

たる可能性はなく、また 70m以内に自動車が接近することは通常では起こりえない

ため、5.2GHz帯自動車内無線 LANシステムと 5.3GHz帯気象レーダーとの共用が可

能と考えられる。 
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5.3.3. 地球探査衛星システムとの検討結果 

 

5.3.2と同様に、5.2GHz帯自動車内無線 LAN と地球探査衛星システムへは、周波

数が隣接することから、5.2GHz 帯自動車内無線 LAN から地球探査衛星システムへ

の与干渉のみを検討した。 

5.2GHz 帯自動車内無線 LAN システムの帯域外漏えい電力値 0.5μW/MHz 以下を

もとに地球探査衛星システムへの干渉検討を行ったところ、共用可能であることか

ら、実用上問題は生じないものと考えている。 

 
5.3.4. その他のシステムとの検討結果 

5.3.4.1. 無線 LAN同士の周波数共用条件 

自動車内無線 LAN同士の共用においては、通常の無線 LAN同士の共用と同様に、

電界強度レベルのキャリアセンス機能を具備することが適当である。 

 
5.3.4.2. アマチュア無線及び産業科学医療用との周波数共用条件 

アマチュア無線（5650～5850MHz）は二次業務であり、無線 LANを含む移動業

務より劣位にある。このような条件の下で従来から 5.6GHz帯で周波数を共用し

てきているが、特段の問題は生じていないため、大きな支障はなく共用可能と

考えられる。 

また、産業科学医療用（ISM）（5725～5875MHz）についても、周波数割当計画

の国内周波数分配の脚注 J37により周波数を共用する業務は ISMからの混信を

容認する前提となっており、特段の共用検討は不要と考えられる。 

 

以上より、アマチュア無線と ISMに関しては、特段の共用検討は不要と考え

られる。 
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限にする場合等があることから、運用の柔軟性を確保するためにも誤り訂正符

号を義務づけないことが適当である。 

 

イ. 監視制御機能 

監視制御のための補助信号は、無線主信号に内挿して伝送するものとし、特

殊なキャリア又は変調等を使用しないものであることが適当である。 

 

ウ. システム設計上の条件 

違法使用を防止する対策のため、本システムが情報処理機器に組み込まれて

利用される場合を考慮して、送信装置の主要な部分（空中線系を除く高周波部

及び変調部）を容易に開けることができない構造とすることが適当である。 

 

エ. 子局の制御 

自動車内に設置される親局により子局の周波数チャネル選択及び送信を制

御することが適当である。 
 

オ. 同一システム（小電力データ通信システムを含む。）間の共用方策 

キャリアセンスレベル等について、5.2GHz 帯小電力データ通信システムと

同様とすることが適当である。 
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5270MHz以上

5278.4MHz未満 

40MHz以上

48.4MHz未満 

次に掲げる式による値以下 

0.2X10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW/MHz以下 

5278.4MHz 以上

5400MHz以下 

48.4MHz以上

170MHz以下 

0.5μW/MHz 以下 

40MHz を

超 え

80MHz 以

下 

5210MHz 5123.2MHz以下 86.8MHz以上 

190MHz以下 

0.5μW/MHz 以下 

5123.2MHz を超

え5150MHz以下 

60MHz以上 

86.8MHz未満 

3μW/MHz 以下 

5250MHz以上

5251MHz未満 

40MHz以上 

41MHz未満 

次に掲げる式による値以下 

0.2X10-(f-40)+log(1/4)mW/MHz以下 

5251MHz以上

5290MHz未満 

41MHz以上 

80MHz未満 

次に掲げる式による値以下 

0.2X10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)mW/MHz以下 

5290MHz以上

5296.7MHz未満 

80MHz以上 

86.7MHz未満 

次に掲げる式による値以下 

0.2X10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW/MHz以下 

5296.7MHz 以上

5480MHz以下 

86.7MHz以上 

270MHz以下 

0.5μW/MHz 以下 

注 fの単位は MHzとする。 

 

コ. 帯域外漏えい電力 

帯域外漏えい電力は、スプリアス領域及び帯域外領域における不要発射の強

度の許容値で規定されているため、規定しないものとする。 

 

6.2.2. 受信装置 
受信装置は、現行の 5.2GHz 帯小電力データ通信システムと同様に、以下のと

おりとすることが適当である。 
 

ア. 副次的に発射する電波等の限度 

 副次的に発射する電波の強度は、1GHz未満の周波数において 4nW以下、1GHz

以上の周波数において 20nW以下とする。 

 

イ. 受信感度 

 受信感度は特段規定しないこととする。 

 

ウ. 受信空中線特性 

 受信空中線特性は、無線機器製造の柔軟性を確保するため、特段規定しない

ことが適当である。なお、送信空中線特性と等価であることが望ましい。 

 

6.2.3. 電気通信回線設備との接続 
電気通信回線設備との接続は、現行の 5.2GHz 帯小電力データ通信システムと

同様に、識別符号を利用し、符号長は 19 ビット以上であること。また、システ
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ム設計条件（送信バースト長は 8ms以下とすること、キャリアセンスを行うこと

等）に適合すること。 
 

6.2.4. 混信防止機能等 
混信防止機能等は、現行の 5.2GHz 帯小電力データ通信システムと同様に以下

のとおりとすることが適当である。 

 

（１）バースト状の断続的なデータ送信を基本とすることが適当であり、送信バ

ースト長は 8ms以下とすること。 

 

（２）無線設備は、新たな送信に先立ち、キャリアセンスによる干渉確認を実行

した後に送信を開始すること。ただし、この新たな送信を行う無線設備を主

とし、主局のキャリアセンスによる判断に従い送信を行う無線設備を従とし

て、主及び従の相互間でこのキャリアセンスを起点として行われる通信に関

しては、最大 8msの間、主と従の無線設備におけるキャリアセンスは省略で

きるものとする。 

 

（３）キャリアセンスは、受信空中線の最大利得方向における電界強度が

100mV/m以上であることをもって、干渉を検出したチャネルと同一のチャネ

ルでの電波の発射を停止させるものであること。 

 

（４）識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を有すること。 

 

（５）自動車内に設置される親局については、自動車内利用限定である旨の表示

を付すことが適当である。 

 

6.2.5. 電波防護指針 
安全な電波利用の一層の徹底を図るため、電波法施行規則第 2条の３（電波

の強度に対する安全施設）により安全基準が規定されている。今回の自動車内

無線 LANシステムの場合には、e.i.r.p.を 40mW以下であり、従来の小電力デー

タ通信システムに比べて低く、人体に与える影響は問題ないと考えられる。 
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6.2.6. 測定法 
5.2GHz 帯小電力データ通信システムと同様に、空中線測定端子あり（試験用

端子を含む）のある無線設備と、空中線測定端子なし（アンテナ一体型）の無線

設備の測定法の概要を示したものである。 

 

6.2.6.1. 親局及び子局 

複数の送受信空中線（複数の送信増幅部を有するもの）を有する単一の送受信

装置の場合においては、以下のとおりとすることが適当である。 

 

ア. 送信装置 

（１）周波数の偏差 

① 空中線測定端子付きの場合 

各空中線測定端子にて、無変調波（搬送波）を送信した状態で、周波数

計を用いて平均値（バースト波にあってはバースト内の平均値）を測定し、

それぞれの測定値のうち周波数の偏差が最大であるものを周波数の偏差と

すること。 

 

② 空中線測定端子無しの場合 

ｱ. 空中線ごとに測定する場合 

周波数計を RF結合器又は空中線で結合し、①と同様にして測定するこ

とが適当である。 

 

ｲ. 空中線ごとに測定することが困難な場合 

ｱ.と同様にして測定することが適当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2-1 周波数の偏差測定系統図（空中線端子なしの場合） 

  

増幅器 1 

増幅器 2 

増幅器

周波数計 

試験機器 

： 
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（２）占有周波数帯幅 

① 空中線測定端子付きの場合 

各空中線測定端子にて、標準符号化試験信号（符号長 511 ビット 2 値疑

似雑音系列等。以下同じ。）を入力信号として加えたときに得られるスペク

トル分布の全電力をスペクトル分析器等により測定し、併せて、スペクト

ル分布の上限及び下限部分における電力の和がそれぞれ全電力の 0.5%と

なる周波数幅を測定し、上限周波数から下限周波数を減じた周波数幅を占

有周波数帯幅とすることが適当である。 

 

② 空中線測定端子無しの場合 

ｱ. 空中線ごとに測定する場合 

適当な RF 結合器又は空中線で結合し、①と同様にして測定すること

が適当である。 

 

ｲ. 空中線ごとに測定することが困難な場合 

ｱ.と同様にして測定することが適当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2-2 占有周波数帯幅測定系統図（空中線端子なしの場合） 

 

（３）空中線電力の偏差 

① 空中線測定端子付きの場合 

各空中線測定端子にて、標準符号化試験信号を入力信号端子に加えたと

きの平均電力をスペクトル分析器、高周波電力計等を用いて測定し、それ

ぞれの空中線端子にて測定した測定値の総和を空中線電力とすること。こ

の場合において、スペクトル分析器の分解能帯域幅を 1MHz とし、その帯

域幅における平均電力が最大となる周波数において平均電力を測定する

こと。また、連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信

波にて測定する場合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よ

りも十分長い期間における平均電力を測定し、その測定値に最大の送信時

間率の逆数を乗じて平均電力とすることが適当である。 

  

増幅器 1 

増幅器 2 
スペクトル分析器 

試験機器 

： 
増幅器ｎ 変調信号発生

変調信号発生

変調信号発生

コンピュータ 
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② 空中線測定端子無しの場合 

ｱ. 空中線ごとに測定する場合 

測定距離 3m 以上の電波暗室又は地面反射波を抑圧したテストサイト

において供試機器と同型式の機器を使用して校正された RF 結合器を用

い、その他の条件は①と同様にして測定すること。この場合において、

テストサイトの測定用空中線は、指向性のものを用いること。また、被

測定対象機器の大きさが 60cm を超える場合は、測定距離をその５倍以

上として測定することが適当である。 

 

ｲ. 空中線ごとに測定することが困難な場合 

ｱ.と同様にして測定することが適当である。 

ただし、複数の空中線の間隔のうち、最も離れる間隔が 13cm を超え

る場合、空中線の種類及び利得が異なる場合においては、ｱ.を適用しな

いこと。 

この場合においては、供試機器の空中線配置の中心を放射中心と仮定

して測定し、偏波面が同一でない場合は、直交する偏波面についてそれ

ぞれ測定した値の加算値を空中線電力とすること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2-3 空中線電力測定系統図（空中線端子なしの場合） 

 

（４）隣接チャネル漏えい電力 

① 空中線測定端子付きの場合 

各空中線端子にて、標準符号化試験信号を入力信号とし、バースト波に

あっては、規定の隣接及び次隣接チャネル帯域内の電力をスペクトル分析

器等を用いて、掃引速度が１サンプル点あたり１個以上のバーストが入る

ようにし、ピーク検波、マックスホールドモードで測定し、それぞれの測

定値の総和を隣接及び次隣接チャネル漏えい電力とすること。連続波にあ

っては、電力測定受信機又はスペクトル分析器を用いて規定の隣接及び次

隣接チャネル帯域の電力を測定し、それぞれの測定値の総和を隣接及び次

隣接チャネル漏えい電力とすることが適当である。 

  

増幅器 1 

増幅器 2 
スペクトル分析器 

試験機器 

： 
増幅器ｎ 変調信号発生

変調信号発生

変調信号発生

高周波電力計 

IF 出力 

標準信号発生器 
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② 空中線測定端子無しの場合 

ｱ. 空中線ごとに測定する場合 

測定距離 3m 以上の電波暗室又は地面反射波を抑圧したテストサイト

において供試機器と同型式の機器を使用して校正された結合器を用い、

その他の条件は①と同様にして測定すること。この場合において、テス

トサイトの測定用空中線は、指向性のものを用いること。また、被測定

対象機器の大きさが 60cm を超える場合は、測定距離をその５倍以上と

して測定することが適当である。 

 

ｲ. 空中線ごとに測定することが困難な場合 

ｱ.と同様にして測定することが適当である。 

ただし、複数の空中線の間隔のうち、最も離れる間隔が 13cm を超え

る場合、空中線の種類及び利得が異なる場合においては、ｱ.を適用しな

いこと。この場合においては、①と同様にして測定すること。また、偏

波面が同一でない場合は、直交する偏波面についてそれぞれ測定した値

の加算値を空中線電力とすること。 

 

（５）帯域外領域における不要発射の強度 

① 空中線測定端子付きの場合 

各空中線端子にて、標準符号化試験信号を入力信号として加えたときの

不要発射の平均電力（バースト波にあってはバースト内の平均電力）をス

ペクトル分析器等を用いて測定し、それぞれの測定値の総和を不要発射の

強度とすること。この場合において、スペクトル分析器の分解能帯域幅は、

1MHz に設定することが適当である。また、測定値に測定する周波数帯に

おける給電線損失を含む送信空中線利得を乗じて、e.i.r.p.を換算して求

めるものとする。 

 

② 空中線測定端子無しの場合 

ｱ. 空中線ごとに測定する場合 

測定距離 3m 以上の電波暗室又は地面反射波を抑圧したテストサイト

において供試機器と同型式の機器を使用して校正された RF 結合器を用

い、その他の条件は①と同様にして測定すること。この場合において、

テストサイトの測定用空中線は指向性のものを用いること。また、被測

定対象機器の大きさが 60cm を超える場合は、測定距離をその５倍以上

として測定することが適当である。 
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ｲ. 空中線ごとに測定することが困難な場合 

ｱ.と同様にして測定することが適当である。 

ただし、複数の空中線の間隔のうち、最も離れる間隔が 13cm を超え

る場合、空中線の種類及び利得が異なる場合においては、ｱ.を適用しな

いこと。この場合においては、①と同様にして測定すること。また、偏

波面が同一でない場合は、直交する偏波面についてそれぞれ測定した値

の加算値を空中線電力とすること。 

 

（６）スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の強度の測定は、以下のとおりとするこ

とが適当である。この場合において、参照帯域幅は 1MHz とし、スプリアス

領域における不要発射の強度の測定を行う周波数範囲については、可能な限

り 9kHzから 110GHzまでとすることが望ましい。ただし、当面の間は 30MHz

から 5.2GHz 以下の周波数においては第５次高調波及び 5.2GHz を超える周

波数においては 26GHzまでとすることができる。 

 

① 空中線測定端子付きの場合 

各空中線端子にて、標準符号化試験信号を入力信号として加えたときの

不要発射の平均電力（バースト波にあってはバースト内の平均電力）を、

スペクトル分析器を用いて測定し、それぞれの測定値の総和を不要発射の

強度とすること。この場合において、スペクトル分析器の分解能帯域幅は、

1MHzに設定することが適当である。 

 

② 空中線測定端子無しの場合 

ｱ. 空中線ごとに測定する場合 

測定距離 3m 以上の電波暗室又は地面反射波を抑圧したテストサイト

において供試機器と同型式の機器を使用して校正された RF 結合器を用

い、その他の条件は①と同様にして測定すること。この場合において、

テストサイトの測定用空中線は、指向性のものを用いること。また、被

測定対象機器の大きさが 60cm を超える場合は、測定距離をその５倍以

上として測定することが適当である。 

 

ｲ. 空中線ごとに測定することが困難な場合 

ｱ.と同様にして測定することが適当である。 

ただし、複数の空中線の間隔のうち、最も離れる間隔が 13cm を超え

る場合、空中線の種類及び利得が異なる場合においては、ｱ.を適用しな

いこと。この場合においては、供試機器の空中線配置の中心を放射中心

と仮定して測定し、偏波面が同一でない場合は、直交する偏波面につい

てそれぞれ測定した値の加算値を空中線電力とすること。 
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イ. 受信装置 

（１）副次的に発する電波等の限度 

各空中線端子にて、スペクトル分析器を用いて測定し、それぞれの測定値

の総和を副次的に発する電波等の強度とすること。IEC Pub.60489-3に準ず

ること。この場合、スペクトル分析器の分解能帯域幅は、1MHzに設定するこ

とが適当である。なお、空中線端子がない場合は、スプリアス領域における

不要発射の強度の測定法の空中線端子がない場合に準ずることが適当であ

る。 

 

（２）混信防止機能 

複数の送受信装置を有する無線設備については、一体となって機能する送

信装置の総体を無線設備の単位とし、当該無線設備から送出される識別符号

について、代表する信号入出力端子（送信装置にそれぞれ信号入出力端子の

ある場合においては代表する端子）における送受信を確認することが適当で

ある。 

 

（３）送信バースト長 

① 空中線測定端子付きの場合 

各空中線端子を供試機器と同型式の機器を使用して校正された RF 結合

器で結合し、全ての送信装置からの信号を合成して測定することが適当で

ある。 

 

② 空中線測定端子無しの場合 

測定距離 3m 以上の電波暗室又は地面反射波を抑圧したテストサイトに

おいて供試機器と同型式の機器を使用して校正され RF 結合器を用い、全

ての送信装置から送出されるバースト波を合成して測定することが適当

である。 
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（４）キャリアセンス機能 

代表する空中線端子にて、現行どおりの測定法とすることが適当である。

反射波を押さえたテストサイトにて、被測定機器、観測用のスペクトル分析

器及び干渉源用信号発生器を用いて行うものとする。 

干渉源用信号発生器に所定の測定用空中線を接続し、規定値（100mV/m）

以上となる場所に、被測定機器の空中線をその最大利得方向を干渉源の測定

用空中線に向けて設置する。さらに、送信状況を近傍に置いた別の空中線で

受信し、スペクトル分析器で観測する。被測定機器間での断続的な通信が行

われる状況に設定した後、干渉源用信号発生器からの送信を開始し、8ms以

内に被測定機器の送信が停止することを確認する。ただし、干渉源の信号に

は、被測定機器の送信スペクトルとは判別の付くもので、定包絡線を有する

広帯域信号が望ましい。 

なお、空中線測定端子を有する機器については、上記測定伝搬環境を模擬

する疑似伝送路を用いて測定を行っても良い。ただし、この場合において、

被測定機器の空中線測定端子には、使用する空中線利得から換算した干渉信

号電力が加わる設定とすることが適当である。 
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第７章 制度化に向けた諸課題 

 
7.1. 周波数共用条件を担保するための使用・運用条件 

第６章に示す自動車内無線 LANの技術的条件を満足し、かつ、周波数共用条件

を担保するための無線 LANシステムの使用・運用条件は次のとおり。 

 
１）自動車内での使用に限る旨を無線設備の見やすい箇所に表示すること。 
２) 自動車内に設置されるか又は自動車の電源から動作電圧を供給されるもの

に限る。 
 

7.2. 制度整備に向けた留意点 
上記 7.1に示す使用・運用条件を確保するためは、無線 LANメーカー及び自動

車メーカー、さらには関係業界団体等の協力を得ながら、制度整備に取り組んで

いく必要がある。 

 

5.2GHz帯自動車内無線 LANシステムは、5.2GHz帯高出力データ通信システムな

ど、既に使用されている無線 LAN等の小電力データ通信システム、スマートフォ

ン端末と接続し通信する利用形態が想定されていることから、そのような利用が

可能となるような制度整備が求められる。 
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第８章 今後の検討課題 

 
本システムの今後の一層の普及促進に関する課題を以下に述べる。 

 

１ 5.2GHz帯自動車内無線 LANシステムを含む将来の無線システムに関して、

IEEE等の国際標準化機関の動向に注視するとともに、新たな利用ニーズや技

術方式の高度化に迅速に対応するため、必要に応じて、無線 LANの技術的条

件を見直すことが適当である。 

 

２ 5.2GHz帯自動車内無線 LANシステムの導入にあたっては、WRC-19結果を踏

まえた周波数共用条件に基づき技術的条件を定めているが、5150-5250MHz帯

周波数の電波を使用する移動衛星通信システムとの共用条件に影響を及ぼす

事象が生じる場合又は生じるおそれがある場合には、必要に応じて当該共用

条件等の見直しを図ることが適当である。 

 

３ 自動車内という限られた場所に無線 LAN を設置する際に、大きさ等の制約

から、必ずしも十分な利得を有するアンテナが利用できるとは限らない。特

に、海外ではアンテナ利得がマイナス 7dBi 程度の無線 LANデバイスが存在す

るとの報告があり、このようなアンテナを使用すると空中線電力 40mWでは十

分な E.I.R.P.が達成されず、自動車内の無線 LAN機能が著しく低下する恐れ

があるとの懸念が示されている。 

我が国の自動車メーカー／車載機器メーカー等は、車載機においてマイナ

ス利得の無線 LANアンテナの適用可能性はあるものの、実装上支障が生じる

ことはないとの見解が示される一方、海外と国内の規定を一致させた場合、

設計・製造の優位性がある点を考慮すべきとの要望もあることから、必要に

応じて、マイナス利得のアンテナ適用等の可能性について議論を行うことが

適当である。 
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V. 検討結果 
陸上無線通信委員会は、情報通信審議会諮問第 2009 号「小電力の無線システム

の高度化に必要な技術的条件」（平成 14 年９月 30 日諮問）のうち、「5GHz 帯無線

LANの周波数帯拡張等に係る技術的条件」のうち「5.2GHz帯自動車内無線 LANの技

術的条件」について、別添のとおりとりまとめた。 
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別添 

 

 

平成14年９月30日付け諮問第2009号 

「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち 

「無線LANシステムの高度化利用に係る技術的条件」のうち 

「5.2GHz帯自動車内無線LANの導入のための技術的条件」 

  





77 
 

(7) 接続方式 

各 20MHzチャネルを基本とした送信権の獲得を公平にし、共存を実現でき

ること。 

 

(8) 変調方式 

以下のとおりであること。 

ア 直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式（占有周波数帯幅が

18MHz以下の場合であって次のいずれかに適合するものに限る。） 

(ⅰ) 拡散率が５以上となるもの 

(ⅱ) 変調方式が変調信号の送信速度に等しい周波数の５倍以上の周

波数帯域幅にわたって掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに

乗算させるもの 

 

イ 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方

式又はこれらの複合方式（いずれも占有周波数帯幅が 18MHz以下の場合

に限る。） 

 

ウ 直交周波数分割多重方式（1MHzの帯域幅当たりの搬送波の数が１以上

であること。） 

 

(9)システム設計上の条件 

以下のとおりであること。 

ア 監視制御のための補助信号は無線主信号に内挿して伝送するものとし、

特殊なキャリア又は変調等を使用しないものであること。 

 

イ 送信装置の主要な部分（空中線系を除く高周波部及び変調部）を容易

に開けることができない構造であること。 

 

ウ 基地局又は陸上移動中継局により陸上移動局の周波数チャネル選択及

び送信を制御すること。 

 

エ キャリアセンスの条件は 5.2GHz 帯小電力データ通信システムに準ず

ること。 

 

２ 無線設備の技術的条件 

(1) 送信装置 

ア 周波数の許容偏差 

±20ppm以下であること。 
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5251MHz未満 21MHz未満 0.2X10-(f-20)+log(1/2)mW/MHz以下 

5251MHz以上

5270MHz未満 

21MHz以上

40MHz未満 

次に掲げる式による値以下 

0.2X10-(8/190)(f-21)-1+log(1/2)mW/MHz以下 

5270MHz以上

5278.4MHz未満 

40MHz以上

48.4MHz未満 

次に掲げる式による値以下 

0.2X10-(3/50)(f-40)-1.8+log(1/2)mW/MHz以下 

5278.4MHz 以上

5400MHz以下 

48.4MHz以上

170MHz以下 

0.5μW/MHz 以下 

40MHz を

超 え

80MHz 以

下 

5210MHz 5123.2MHz以下 86.8MHz以上 

190MHz以下 

0.5μW/MHz 以下 

5123.2MHz を超

え5150MHz以下 

60MHz以上 

86.8MHz未満 

3μW/MHz 以下 

5250MHz以上

5251MHz未満 

40MHz以上 

41MHz未満 

次に掲げる式による値以下 

0.2X10-(f-40)+log(1/4)mW/MHz以下 

5251MHz以上

5290MHz未満 

41MHz以上 

80MHz未満 

次に掲げる式による値以下 

0.2X10-(8/390)(f-41)-1+log(1/4)mW/MHz以下 

5290MHz以上

5296.7MHz未満 

80MHz以上 

86.7MHz未満 

次に掲げる式による値以下 

0.2X10-(3/100)(f-80)-1.8+log(1/4)mW/MHz以下 

5296.7MHz 以上

5480MHz以下 

86.7MHz以上 

270MHz以下 

0.5μW/MHz 以下 

注 fの単位は MHzとする。 

  

コ 帯域外漏えい電力 

特段規定しない。 

 

(2) 受信装置 

以下のとおりであること。 

ア 副次的に発射する電波等の限度 

 1GHz未満の周波数：4nW以下 

 1GHz以上の周波数：20nW以下 

 

イ 受信感度 

 特段規定しない。 

 

ウ 受信空中線特性 

 特段規定しない。 

 

(3) 電気通信回線設備との接続 

識別符号を利用し、符号長は 19ビット以上であること。また、１(9)シス

テム設計上の条件に適合すること。 
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(4) 混信防止機能 

以下のとおりであること。 

ア 送信バースト長は 8ms以下であること。 

イ キャリアセンスの条件は 5.2GHz 帯小電力データ通信システムに準ずる

こと。 

ウ 識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を有すること。 

 

３ 測定法 

国内で 5.2GHz 帯小電力データ通信システムに適応されている測定法に準ず

ることが適当であるが、今後、国際電気標準会議（IEC）等の国際的な動向を

踏まえて対応することが望ましい。 
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